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　若者雇用促進法は、若者の適切な職業選択の支援に関

する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合

的に規定した法律であり、平成 27 年 10 月１日から施行

（一部、平成 28 年３月１日または平成 28 年４月１日から

施行）されています。その中で、適切な職業選択のため

の取組促進の一環として、事業主による青少年雇用情報

の提供が義務付けられました。

　新卒者の募集を行う企業は、企業規模を問わず、幅広

い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあっ

た場合は、３類型ごとに１つ以上の情報提供を行わなけ

ればなりません。公益社団法人全国求人情報協会（全求協）

の会員となっている求人メディアでは、この法令の趣旨

に沿って情報の提供をお願いしております。詳しい情報

提供によって学生との不一致を防ぎ、よりよい採用に繋

げる皆様の活動を、協会を挙げて後押しいたします。

　若者雇用促進法が施行されました

（ア）募集・採用に関する状況
・直近３事業年度の新卒採用者数・離職者数
・直近３事業年度の新卒採用者数の男女別人数
・平均勤続年数

（イ）職業能力の開発・向上に関する状況
・研修の有無及び内容
・自己啓発支援の有無及び内容
・メンター制度の有無
・キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
・社内検定等の制度の有無及び内容

（ウ）企業における雇用管理に関する状況
・前年度の月平均所定外労働時間の実績
・前年度の有給休暇の平均取得日数
・前年度の育児休業取得対象者数・取得者数（男女別）
・役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占　　 
　める女性の割合

情報提供項目
※（ア）～（ウ）の３類型ごとに１つ以上

企業企業 応募者
応募者

（就職活動をして
いる学生）

　　以下の方法により情報提供を行ってください。

1
ホームページでの公表、会社説明会での提供、求人広告

への記載などによる、自主的・積極的な情報提供

2
応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは

書面による情報提供

※ ①によりホームページに掲載している場合は、情報そ

のものの提供に代えて、掲載箇所を示すことでも構いま

せん。

　「法律上の義務は３類型ごとに１つ以上の提供、となっ

ておりますが、より多くの情報を提供する事で、応募者

の期待に応えるだけでなく、より良いマッチングへと繋

がります。積極的な情報提供をお願いいたします。

　情報提供の方法

幅広い職場情報の提供（努力義務）

求め

3 類型それぞれに 1 つ以上の情報提供〈義務〉
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　新卒者の募集を行う企業は、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合は、下記のアか
らウの３類型ごとに１つ以上の情報提供を行わなければなりません。

ア）募集・採用に関する状況

①
過去３年間の新卒採用者数 ・新卒者等

新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を
行うものを含みます。

・平均継続勤務年数
労働者ごとのその企業に雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合
計した値を、労働者数で割って算出します。

※平均年齢：青少年雇用情報の項目ではありませんが、可能であれば参考値として
記入日時点での平均年齢も情報提供してください。

過去３年間の新卒離職者数

② 過去３年間の新卒採用者数の男女別
人数

③ 平均勤続年数

イ）職業能力の開発・向上に関する状況

① 研修の有無及び内容 ・研修の有無及びその内容
具体的な対象者または内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場
合は、主な研修の内容のみ情報提供してください。

・自己啓発支援の有無及びその内容
教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度、資格取得の費用補助等がある場合は、
その情報を含めて提供してください。

・キャリア・コンサルティング制度の有無及びその内容
キャリアコンサルティングを実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資
格の有無は問いませんが、企業内の仕組みとして実施されていることが必要です。

・社内検定等の制度の有無及びその内容
自社で実施する社内検定制度のほか、業界団体が実施する検定も含まれます。

② 自己啓発支援の有無及び内容

③ メンター制度の有無

④ キャリアコンサルティング制度の有無
及び内容

⑤ 社内検定等の制度の有無及び内容

ウ）雇用管理に関する状況

① 前年度の月平均所定外労働時間の実績
・月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数の対象者

管理的地位にある者については算出対象から除いて構いません。また、有給休暇が
付与されていない者については、有給休暇の平均取得日数の算出対象から除いて構
いません。

・役員に占める女性割合及び管理的地位にある者に占める女性割合
求人区分に関わらず、貴社に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。
※ 管理的地位にある者とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。

② 前年度の有給休暇の平均取得日数

③ 前年度の育児休業取得対象者数､ 取得
者数（男女別）

④ 役員に占める女性の割合及び管理的地
位にある者に占める女性の割合

　情報提供項目の一覧と注意事項


